
○
予
算
委
員
会

予
　
算
（
九
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

１

昭
和
六
十
三
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）

元
、
二
、
八

元
、
二
、
八

　
　
（
予
）

元
、
三
、
七

可
　
　
決

元
、
三
、
七

可
　
　
決

元
、
二
、
八

元
、
三
、
三

可
　
　
決

元
、
三
、
三

可
　
　
決

２

昭
和
六
十
三
年
度
特
別
会
計
補
正
予
算
（
特

第
１
号
）

二
、
八

二
、
八

（
予
）

　
　
三
、
七

可
　
　
決

　
　
三
、
七

可
　
　
決

二
、
八

　
　
三
、
三

可
　
　
決

　
　
三
、
三

可
　
　
決

3

昭
和
六
十
三
年
度
政
府
関
係
機
関
補
正
予
算

　
（
機
第
１
号
）

二
、
八

二
、
八

（
予
）

　
　
三
、
七

可
　
　
決

　
　
三
、
七

可
　
　
決

二
、
八

　
　
三
、
三

可
　
　
決

　
　
三
、
三

可
　
　
決

４

平
成
元
年
度
一
般
会
計
予
算

二
、
八

二
、
八

（
予
）

二
、
八

　
　
四
、
二
七

可
　
　
決

　
　
四
、
二
八

可
　
　
決

　
　
　
　
　　

　
元
、
五
、
二
八

衆
議
院
か
ら
憲
法
第
六

十
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
衆
議
院
の
議
決
が　

国
会
の
議
決
と
な
っ
た　

　

旨
の
通
知
書
を
受
領
し　

た
。

　
　
　
　
　
　
　　
　

　
五
、
二
八

衆
へ
返
付

５

平
成
元
年
度
特
別
会
計
予
算

二
、
八

二
、
八

（
予
）

二
、
八

　
　
四
、
二
七

可
　
　
決

　
　
　
四
、
二
八

可
　
　
決

６

平
成
元
年
度
政
府
関
係
機
関
予
算

二
、
八

二
、
八

（
予
）

二
、
八

　
　
　
四
、
二
七

可
　
　
決

　
　
　
四
、
二
八

可
　
　
決

７

平
成
元
年
度
一
般
会
計
暫
定
予
算

三
、
二
九　

三
、
二
九

（
予
）

　
　
三
、
三
一　

可
　
　
決

　
　
三
、
三
一

可
　
　
決

三
、
二
九　

　
　
三
、
三
〇

可
　
　
決

　
　
　
三
、
三
〇

可
　
　
決

８

平
成
元
年
度
特
別
会
計
暫
定
予
算

三
、
二
九

三
、
二
九

（
予
）

　
　
三
、
三
一　

可
　
　
決

　
　
三
、
三
一　

可
　
　
決

三
、
二
九

　
　
　
三
、
三
〇　

可
　
　
決

　
　
　
三
、
三
〇　

可
　
　
決

9

平
成
元
年
度
政
府
関
係
機
関
暫
定
予
算

三
、
二
九　

三
、
二
九　

（
予
）

　
　
　
三
、
三
一

可
　
　
決

　
　
三
、
三
一

可
　
　
決

三
、
二
九

　
　
三
、
三
〇

可
　
　
決

　
　
三
、
三
〇

可
　
　
決



昭
和
六
十
三
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
（
閣
予
第
一
号
）

昭
和
六
十
三
年
度
特
別
会
計
補
正
予
算
（
特
第
１
号
）
（
閣
予
第
二
号
）

昭
和
六
十
三
年
度
政
府
関
係
機
関
補
正
予
算
（
機
第
１
号
）
（
閣
予
第
三

号
）

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
昭
和
六
十
三
年
度
補
正
予
算
三
案

　
の
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
並
び
に
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

　
ま
す
。

　
　
今
回
の
一
般
会
計
予
算
の
補
正
は
、
歳
出
に
お
い
て
、
災
害
復
旧

　
等
事
業
費
、
給
与
改
善
費
、
消
費
税
創
設
等
税
制
改
革
関
連
経
費
、

　
農
産
物
輸
入
自
由
化
等
関
連
対
策
費
及
び
貿
易
保
険
特
別
会
計
へ
の

　
繰
り
入
れ
等
特
に
緊
要
と
な
っ
た
事
項
に
つ
い
て
措
置
を
講
ず
る
こ

　
と
と
し
て
お
り
、
歳
出
の
追
加
総
額
は
五
兆
九
千
二
十
億
円
と
な
っ

　
て
お
り
ま
す
。

　
　
他
方
、
既
定
経
費
の
節
減
、
予
備
費
の
減
額
に
よ
り
七
千
四
百
九

　
十
九
億
円
の
修
正
減
少
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　
　
歳
入
に
つ
き
ま
し
て
は
、
最
近
ま
で
の
収
入
実
績
に
か
ん
が
み
、

　
租
税
及
び
印
紙
収
入
三
兆
百
六
十
億
円
の
増
収
を
見
込
む
と
と
も
に
、

　
前
年
度
剰
余
金
の
受
け
入
れ
等
を
計
上
し
、
他
方
、
公
債
金
に
つ
い

て
、
建
設
公
債
五
千
六
十
億
円
を
追
加
発
行
す
る
一
方
、
特
例
公
債

を
一
兆
三
千
八
百
億
円
減
額
し
て
お
り
ま
す
。

　
本
補
正
の
結
果
、
昭
和
六
十
三
年
度
補
正
後
予
算
の
総
額
は
、
歳

入
歳
出
と
も
当
初
予
算
に
対
し
て
五
兆
千
五
百
二
十
億
円
増
加
し
、

六
十
一
兆
八
千
五
百
十
七
億
円
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
一
般
会
計
予
算
の
補
正
等
に
関
連
し
て
、
交
付
税
及
び
譲

与
税
配
付
金
特
別
会
計
な
ど
二
十
六
特
別
会
計
予
算
と
国
民
金
融
公

庫
等
四
政
府
関
係
機
関
予
算
に
つ
い
て
所
要
の
補
正
が
行
わ
れ
て
お

り
ま
す
。

　
補
正
予
算
三
案
は
、
二
月
八
日
国
会
に
提
出
さ
れ
、
十
五
日
村
山

大
蔵
大
臣
よ
り
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
、
衆
議
院
か
ら
の
送
付
を
待
っ

て
、
三
月
六
日
、
七
日
の
両
日
、
竹
下
内
閣
総
理
大
臣
並
び
に
関
係

各
大
臣
に
対
し
国
政
全
般
に
わ
た
り
熱
心
な
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
補
正
予
算
に
直
接
関
連
す
る
質
疑
と
し
て
、
「
最
近
数
年
間
、
政

府
は
当
初
予
算
の
税
収
を
過
小
に
見
積
も
り
、
意
図
的
に
多
額
の
年

度
内
自
然
増
収
を
生
み
出
し
補
正
財
源
づ
く
り
を
し
て
い
る
が
、
こ

れ
は
財
政
運
営
を
ゆ
が
め
る
も
の
で
は
な
い
か
。
今
ま
で
返
済
を
拒

ん
で
き
た
厚
生
保
険
特
別
会
計
等
へ
の
繰
り
戻
し
一
兆
五
千
億
円
や

赤
字
補
て
ん
の
た
め
の
貿
易
保
険
特
別
会
計
へ
の
繰
り
入
れ
九
百
億

円
等
を
計
上
し
た
理
由
は
何
か
。
こ
れ
ら
は
本
来
当
初
予
算
に
計
上



す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
補
正
予
算
に
盛
り
込
む
に
は
緊
要
性
に
欠
け

て
い
る
ば
か
り
か
、
予
算
執
行
が
実
質
十
五
ヵ
月
予
算
と
な
り
、
財

政
法
違
反
で
は
な
い
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
竹
下
内
閣
総
理
大
臣
、
村
山
大
蔵
大
臣
及
び
関
係

政
府
委
員
か
ら
、
「
年
度
内
自
然
増
収
が
生
じ
た
の
は
、
経
済
成
長

率
が
当
初
見
通
し
を
上
回
り
、
か
つ
土
地
、
株
の
上
昇
等
一
時
的
要

因
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
は
聞
き
取
り
調
査
や
税
収
の
積
み
上

げ
な
ど
を
工
夫
し
、
可
能
な
限
り
精
緻
な
税
収
予
測
を
し
て
い
き
た

い
。
な
お
、
財
政
運
営
に
関
し
、
政
策
的
に
緊
要
性
の
高
い
も
の
に

つ
い
て
は
補
正
予
算
で
措
置
し
て
い
る
が
、
当
初
予
算
同
様
厳
し
い

削
減
を
行
っ
て
お
り
、
財
政
を
ゆ
が
め
る
膨
張
型
予
算
は
編
成
し
て

い
な
い
。
厚
生
保
険
特
別
会
計
へ
の
繰
り
戻
し
は
、
隠
れ
赤
字
公
債

と
厳
し
く
指
摘
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
財
政
に
一
時
的
余
裕
が
生
じ

た
こ
の
機
会
に
、
財
政
体
質
の
改
善
に
あ
わ
せ
て
年
金
制
度
の
改
革

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
時
期
で
も
あ
り
、
制
度
自
体
へ
の
国
民
の

信
頼
を
高
め
る
等
の
点
を
考
慮
し
、
一
部
返
済
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
貿
易
保
険
特
別
会
計
へ
の
繰
り
入
れ
は
、
石
油
価
格
の
低
迷
、

世
界
的
な
金
利
の
高
騰
か
ら
発
展
途
上
国
の
債
務
繰
り
延
べ
が
増
加

し
、
保
険
金
の
支
出
が
急
増
し
た
た
め
、
回
収
見
込
み
の
立
た
な
い

も
の
を
一
般
会
計
か
ら
補
て
ん
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
ら
の
経
費
は
当
初
予
算
作
成
後
、
特
に
緊
要
と
な
り
、
そ
の
支

出
を
年
度
内
に
行
う
こ
と
が
必
要
な
も
の
で
、
決
し
て
十
五
ヵ
月
予

算
で
は
な
い
し
、
財
政
法
に
違
反
す
る
も
の
で
も
な
い
」
と
の
答
弁

が
あ
り
ま
し
た
。

　
質
疑
は
こ
の
ほ
か
、
リ
ク
ル
ー
ト
問
題
、
消
費
税
、
政
治
改
革
、

政
治
家
の
資
産
公
開
等
広
範
多
岐
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
が
、

そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
本
日
を
も
っ
て
質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、

日
本
社
会
党
・
護
憲
共
同
を
代
表
し
て
本
岡
委
員
が
反
対
、
自
由
民

主
党
を
代
表
し
て
野
沢
委
員
が
賛
成
、
公
明
党
・
国
民
会
議
を
代
表

し
て
及
川
委
員
が
反
対
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
近
藤
委
員
が
反

対
、
民
社
党
・
国
民
連
合
を
代
表
し
て
勝
木
委
員
が
反
対
の
旨
そ
れ

ぞ
れ
意
見
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
昭
和
六
十
三
年
度
補
正
予
算
三

案
は
賛
成
多
数
で
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
元
年
度
一
般
会
計
暫
定
予
算
（
閣
予
第
七
号
）

平
成
元
年
度
特
別
会
計
暫
定
予
算
（
閣
予
第
八
号
）

平
成
元
年
度
政
府
関
係
機
関
暫
定
予
算
（
閣
予
第
九
号
）



委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
平
成
元
年
度
暫
定
予
算
三
案
の
予

　
算
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
並
び
に
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

　
ま
す
。

　
　
今
回
の
暫
定
予
算
は
、
平
成
元
年
度
予
算
の
年
度
内
成
立
が
困
難

　
な
事
情
に
あ
り
ま
す
の
で
、
国
政
運
営
に
支
障
を
来
さ
な
い
よ
う
、

　
四
月
一
日
か
ら
五
月
二
十
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
編
成
さ
れ
た
も

　
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
一
般
会
計
暫
定
予
算
の
編
成
は
、
本
予
算
成
立
ま
で
の
応
急
措
置

　
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
歳
出
に
つ
い
て
は
、
暫
定
期
間
中
に
お

　
け
る
人
件
費
、
事
務
費
等
の
経
常
経
費
の
ほ
か
、
既
定
施
策
経
費
に

　
つ
い
て
は
行
政
運
営
上
必
要
最
小
限
度
の
額
に
と
ど
め
、
新
規
施
策

　
の
経
費
は
、
教
育
及
び
社
会
政
策
上
の
配
慮
か
ら
特
に
措
置
す
る
こ

　
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
き
、
原
則
と
し
て
計
上
し
な
い

　
こ
と
に
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
な
お
、
公
共
事
業
関
係
費
は
、
一
般
公
共
事
業
及
び
災
害
復
旧
事

　
業
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
本
予
算
の
四
分
の
一
及
び
三
分
の
一
を
計
上

　
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
一
方
、
歳
入
に
つ
い
て
は
、
暫
定
予
算
期
間
中
の
税
収
及
び
税
外

　
収
入
、
建
設
国
債
発
行
予
定
額
を
見
込
む
ほ
か
、
前
年
度
剰
余
金
を

計
上
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　
以
上
の
結
果
、
一
般
会
計
暫
定
予
算
の
規
模
は
、
歳
入
二
兆
八
千

四
百
三
十
一
億
円
、
歳
出
九
兆
二
千
二
百
四
十
五
億
円
で
、
六
兆
三

千
八
百
十
四
億
円
の
歳
出
超
過
と
な
り
ま
す
が
、
国
庫
の
資
金
繰
り

に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
大
蔵
省
証
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
に
し
て
お
り
ま
す
。

　
特
別
会
計
及
び
政
府
関
係
機
関
の
暫
定
予
算
に
つ
い
て
も
、
一
般

会
計
に
準
じ
て
編
成
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
暫
定
予
算
三
案
は
、
三
月
二
十
九
日
国
会
に
提
出
さ
れ
、
三
十
日

衆
議
院
か
ら
の
送
付
を
待
っ
て
、
本
日
、
大
蔵
大
臣
か
ら
趣
旨
説
明

を
聴
取
し
た
後
、
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

　
暫
定
予
算
に
直
接
か
か
わ
る
質
疑
と
し
て
、
「
リ
ク
ル
ー
ト
疑
惑

に
巻
き
込
ま
れ
て
異
例
の
長
期
暫
定
予
算
に
追
い
込
ま
れ
た
政
治
責

任
を
ど
う
考
え
る
か
。
暫
定
予
定
に
政
策
経
費
を
盛
り
込
ん
で
い
る

の
は
財
政
法
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
暫
定
予
算

は
景
気
に
悪
影
響
を
与
え
な
い
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
竹
下
内
閣
総
理
大
臣
、
村
山
大
蔵
大
臣
及
び
愛
野

経
済
企
画
庁
長
官
よ
り
、
「
平
成
元
年
度
予
算
の
早
期
成
立
を
願
い
、

政
府
は
そ
の
期
待
権
を
持
っ
て
祈
る
気
持
ち
で
対
応
し
て
き
た
が
、

期
待
権
の
限
界
が
来
た
の
で
暫
定
予
算
を
提
出
し
た
。
総
理
の
政
治



姿
勢
に
原
因
が
あ
る
と
の
指
摘
は
謙
虚
に
受
け
と
め
る
が
、
政
府
は

一
日
も
早
い
本
予
算
の
成
立
を
強
く
期
待
し
て
い
る
。
暫
定
予
算
は
、

人
件
費
等
行
政
運
営
上
必
要
最
小
限
度
の
も
の
に
と
ど
め
、
新
規
施

策
は
原
則
と
し
て
計
上
し
な
い
が
、
生
活
扶
助
費
や
福
祉
施
設
の
生

活
費
等
特
に
措
置
す
る
こ
と
が
必
要
な
も
の
を
計
上
し
、
補
助
率
の

改
定
は
与
野
党
の
話
し
合
い
を
踏
ま
え
措
置
し
た
。
今
回
の
暫
定
は
、

一
般
公
共
事
業
費
が
本
予
算
の
四
分
の
一
を
計
上
す
る
な
ど
、
公
共

事
業
を
自
然
体
で
執
行
し
た
昭
和
六
十
三
年
度
同
様
の
規
模
を
確
保

し
、
ま
た
、
現
在
、
経
済
は
消
費
、
設
備
投
資
等
の
内
需
が
堅
調
で

拡
大
基
調
に
あ
る
の
で
暫
定
予
算
に
よ
っ
て
特
段
の
悪
影
響
は
な
い
」

旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　
質
疑
は
こ
の
ほ
か
広
範
多
岐
に
わ
た
り
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は

会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
質
疑
を
終
局
し
、
直
ち
に
採
決
を
行
い
、
平
成
元
年
度
暫
定
予
算

三
案
は
い
ず
れ
も
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。




